
1

（
仮
訳
文
）バ

イ
オ
セ
ー
フ
テ
ィ
に
関
す
る
カ
ル
タ
ヘ
ナ
議
定
書
の
責
任
及
び
救
済
に
関
す
る
名
古
屋
・
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル
補
足

議
定
書

こ
の
補
足
議
定
書
の
締
約
国
は
、

生
物
の
多
様
性
に
関
す
る
条
約
の
バ
イ
オ
セ
ー
フ
テ
ィ
に
関
す
る
カ
ル
タ
ヘ
ナ
議
定
書
（
以
下
「
議
定
書
」
と
い
う
。
）
の

締
約
国
と
し
て
、

環
境
及
び
開
発
に
関
す
る
リ
オ
宣
言
の
原
則

を
考
慮
し
、

13

環
境
及
び
開
発
に
関
す
る
リ
オ
宣
言
の
原
則

に
規
定
す
る
予
防
的
な
取
組
方
法
を
再
確
認
し
、

15

議
定
書
に
反
す
る
こ
と
な
く
、
損
害
又
は
損
害
の
高
い
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
適
当
な
対
応
措
置
に
つ
い
て
定
め
る

必
要
性
を
認
識
し
、

議
定
書
第
二
十
七
条
の
規
定
を
想
起
し
て
、

次
の
と
お
り
協
定
し
た
。

第
一
条

目
的
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こ
の
補
足
議
定
書
は
、
改
変
さ
れ
た
生
物
に
関
連
す
る
責
任
及
び
救
済
の
分
野
に
お
け
る
国
際
的
な
規
則
及
び
手
続
を
定
め

る
こ
と
に
よ
り
、
人
の
健
康
に
対
す
る
危
険
も
考
慮
し
つ
つ
、
生
物
の
多
様
性
の
保
全
及
び
持
続
可
能
な
利
用
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

第
二
条

用
語

１

生
物
の
多
様
性
に
関
す
る
条
約
（
以
下
「
条
約
」
と
い
う
。
）
第
二
条
及
び
議
定
書
第
三
条
に
定
め
る
用
語
は
、
こ
の
補

足
議
定
書
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

さ
ら
に
、
こ
の
補
足
議
定
書
の
適
用
上
、

「
議
定
書
の
締
約
国
の
会
合
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
締
約
国
会
議
」
と
は
、
議
定
書
の
締
約
国
の
会
合
と
し
て
の
役

(a)
割
を
果
た
す
条
約
の
締
約
国
会
議
を
い
う
。

「
損
害
」
と
は
、
生
物
の
多
様
性
の
保
全
及
び
持
続
可
能
な
利
用
へ
の
悪
影
響
（
人
の
健
康
に
対
す
る
危
険
も
考
慮
し

(b)
た
も
の
）
で
あ
っ
て
、
次
の
要
件
を
満
た
す
も
の
を
い
う
。

測
定
し
、
又
は
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
権
限
の
あ
る
当
局
が
他
の
人
為
的
な
変
化
及
び
自
然
の
変
化
を
考

(i)
慮
し
て
認
め
る
科
学
的
に
確
立
さ
れ
た
基
準
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
当
該
基
準
を
考
慮
し
て
測
定
し
、
又
は
観
察
す
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る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

３
に
規
定
す
る
著
し
い
悪
影
響
で
あ
る
こ
と
。

(ii)
「
管
理
者
」
と
は
、
改
変
さ
れ
た
生
物
を
直
接
又
は
間
接
に
管
理
す
る
者
を
い
い
、
状
況
に
応
じ
、
国
内
法
に
よ
っ
て

(c)
決
定
す
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
特
に
許
可
証
の
所
持
者
、
改
変
さ
れ
た
生
物
を
市
場
取
引
に
付
し
た
者
、
開
発
者
、
生
産

者
、
通
告
を
し
た
者
、
輸
出
者
、
輸
入
者
、
運
送
者
又
は
供
給
者
を
含
む
こ
と
が
で
き
る
。

「
対
応
措
置
」
と
は
、
次
の
こ
と
の
た
め
の
合
理
的
な
措
置
を
い
う
。

(d)

状
況
に
応
じ
、
損
害
を
防
止
し
、
最
小
限
に
し
、
限
定
し
、
緩
和
し
、
又
は
他
の
方
法
で
回
避
す
る
こ
と
。

(i)

次
の
優
先
順
位
に
よ
り
措
置
を
と
る
こ
と
を
通
じ
て
生
物
の
多
様
性
を
復
元
す
る
こ
と
。

(ii)

損
害
が
発
生
す
る
前
に
存
在
し
た
状
態
又
は
こ
れ
に
最
も
近
い
同
等
の
状
態
に
生
物
の
多
様
性
を
復
元
す
る
こ

a
と
。権

限
の
あ
る
当
局
が

に
定
め
る
措
置
が
不
可
能
で
あ
る
と
決
定
す
る
場
合
に
は
、
生
物
の
多
様
性
の
喪
失
に
つ

b

a

い
て
、
特
に
、
同
一
の
場
所
又
は
適
当
な
場
合
に
は
こ
れ
に
代
替
す
る
場
所
に
お
い
て
、
生
物
の
多
様
性
の
他
の
構

成
要
素
で
あ
っ
て
同
一
又
は
他
の
目
的
で
利
用
さ
れ
る
も
の
に
よ
り
当
該
喪
失
を
埋
め
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
復
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元
す
る
こ
と
。

３

「
著
し
い
」
悪
影
響
は
、
次
の
よ
う
な
要
素
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
る
。

合
理
的
な
期
間
内
に
自
然
の
回
復
を
通
じ
て
是
正
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
変
化
と
し
て
理
解
さ
れ
る
長
期
的
又
は
恒
久
的

(a)
な
変
化

生
物
の
多
様
性
の
構
成
要
素
に
悪
影
響
を
与
え
る
質
的
又
は
量
的
な
変
化
の
程
度

(b)

生
物
の
多
様
性
の
構
成
要
素
が
物
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
能
力
の
低
下

(c)

議
定
書
に
定
め
る
範
囲
内
で
、
人
の
健
康
に
及
ぼ
す
悪
影
響
の
程
度

(d)

第
三
条

適
用
範
囲

１

こ
の
補
足
議
定
書
は
、
国
境
を
越
え
る
移
動
に
起
源
を
有
す
る
改
変
さ
れ
た
生
物
か
ら
生
ず
る
損
害
に
つ
い
て
適
用
す

る
。
当
該
改
変
さ
れ
た
生
物
は
、
次
の
も
の
を
い
う
。

食
料
若
し
く
は
飼
料
と
し
て
直
接
利
用
し
、
又
は
加
工
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の

(a)

拡
散
防
止
措
置
の
下
で
の
利
用
を
目
的
と
す
る
も
の

(b)

環
境
へ
の
意
図
的
な
導
入
を
目
的
と
す
る
も
の

(c)
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２

こ
の
補
足
議
定
書
は
、
意
図
的
な
国
境
を
越
え
る
移
動
に
関
し
、
１
に
定
め
る
改
変
さ
れ
た
生
物
の
認
め
ら
れ
た
利
用
か

ら
生
ず
る
損
害
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３

こ
の
補
足
議
定
書
は
、
議
定
書
第
十
七
条
に
規
定
す
る
意
図
的
で
な
い
国
境
を
越
え
る
移
動
か
ら
生
ず
る
損
害
及
び
議
定

書
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
不
法
な
国
境
を
越
え
る
移
動
か
ら
生
ず
る
損
害
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。

４

こ
の
補
足
議
定
書
は
、
自
国
の
管
轄
内
に
改
変
さ
れ
た
生
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
が
行
わ
れ
た
締
約
国
に
つ
い
て
こ
の

補
足
議
定
書
の
効
力
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
効
力
発
生
の
後
に
開
始
し
た
当
該
国
境
を
越
え
る
移
動
か
ら
生
ず
る
損
害
に

つ
い
て
適
用
す
る
。

５

こ
の
補
足
議
定
書
は
、
締
約
国
の
管
轄
権
の
範
囲
内
に
あ
る
区
域
に
お
い
て
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

６

締
約
国
は
、
自
国
の
管
轄
権
の
範
囲
内
に
お
い
て
生
ず
る
損
害
に
対
応
す
る
た
め
に
自
国
の
国
内
法
に
定
め
る
基
準
を
用

い
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

こ
の
補
足
議
定
書
を
実
施
す
る
国
内
法
は
、
非
締
約
国
か
ら
の
改
変
さ
れ
た
生
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
か
ら
生
ず
る
損

害
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。

第
四
条

因
果
関
係
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因
果
関
係
は
、
損
害
と
問
題
と
な
る
改
変
さ
れ
た
生
物
と
の
間
に
、
国
内
法
に
従
っ
て
確
立
さ
れ
る
。

第
五
条

対
応
措
置

１

締
約
国
は
、
適
当
な
管
理
者
に
対
し
、
損
害
が
生
ず
る
場
合
に
は
権
限
の
あ
る
当
局
が
定
め
る
要
件
に
従
っ
て
次
の
こ
と

を
行
う
よ
う
要
求
す
る
。

権
限
の
あ
る
当
局
に
直
ち
に
報
告
す
る
こ
と
。

(a)

損
害
を
評
価
す
る
こ
と
。

(b)

適
当
な
対
応
措
置
を
と
る
こ
と
。

(c)
２

権
限
の
あ
る
当
局
は
、
次
の
こ
と
を
行
う
。

損
害
を
引
き
起
こ
し
た
管
理
者
を
特
定
す
る
こ
と
。

(a)

損
害
を
評
価
す
る
こ
と
。

(b)

当
該
管
理
者
が
と
る
べ
き
対
応
措
置
を
決
定
す
る
こ
と
。

(c)
３

関
連
情
報
（
利
用
可
能
な
科
学
的
な
情
報
及
び
バ
イ
オ
セ
ー
フ
テ
ィ
に
関
す
る
情
報
交
換
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
利
用
可
能

な
情
報
を
含
む
。
）
が
、
時
宜
を
得
た
対
応
措
置
が
と
ら
れ
な
い
場
合
に
お
い
て
損
害
が
生
ず
る
高
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
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を
示
す
と
き
は
、
管
理
者
は
、
当
該
損
害
を
回
避
す
る
た
め
に
適
当
な
対
応
措
置
を
と
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
。

４

権
限
の
あ
る
当
局
は
、
特
に
管
理
者
が
対
応
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
も
含
め
、
適
当
な
対
応
措
置
を
と
る
こ

と
が
で
き
る
。

５

権
限
の
あ
る
当
局
は
、
損
害
の
評
価
及
び
４
に
規
定
す
る
適
当
な
対
応
措
置
の
実
施
に
よ
り
生
じ
、
又
は
こ
れ
ら
に
付
随

す
る
費
用
及
び
経
費
を
管
理
者
か
ら
回
収
す
る
権
利
を
有
す
る
。
締
約
国
は
、
自
国
の
国
内
法
に
お
い
て
、
管
理
者
が
そ
れ

ら
の
費
用
及
び
経
費
を
負
担
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
な
い
場
合
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

管
理
者
に
対
し
て
対
応
措
置
を
と
る
こ
と
を
要
求
す
る
権
限
の
あ
る
当
局
の
決
定
は
、
理
由
を
示
す
べ
き
で
あ
る
。
当
該

決
定
は
、
当
該
管
理
者
に
通
告
す
べ
き
で
あ
る
。
国
内
法
は
、
救
済
措
置
（
当
該
決
定
の
行
政
上
又
は
司
法
上
の
見
直
し
の

た
め
の
機
会
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
定
め
る
。
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
ま
た
、
国
内
法
に
従
い
、
利
用
可
能
な
救
済
措
置
に

つ
い
て
管
理
者
に
通
知
す
る
。
当
該
救
済
措
置
の
請
求
は
、
国
内
法
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
権
限
の
あ

る
当
局
が
適
当
な
状
況
の
下
に
お
い
て
対
応
措
置
を
と
る
こ
と
を
妨
げ
て
は
な
ら
な
い
。

７

締
約
国
は
、
こ
の
条
の
規
定
を
実
施
す
る
に
当
た
り
、
権
限
の
あ
る
当
局
が
要
求
し
、
又
は
と
る
べ
き
特
定
の
対
応
措
置

を
定
め
る
た
め
、
適
当
な
場
合
に
は
、
民
事
責
任
に
関
す
る
自
国
の
国
内
法
に
よ
り
対
応
措
置
が
既
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
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か
否
か
に
つ
い
て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

８

対
応
措
置
は
、
国
内
法
に
従
っ
て
実
施
す
る
。

第
六
条

免
責

１

締
約
国
は
、
自
国
の
国
内
法
に
お
い
て
、
次
の
場
合
に
お
け
る
免
責
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

天
災
又
は
不
可
抗
力
の
場
合

(a)

戦
争
又
は
国
内
争
乱
の
場
合

(b)
２

締
約
国
は
、
自
国
の
国
内
法
に
お
い
て
、
適
当
と
認
め
る
そ
の
他
の
免
責
又
は
責
任
の
緩
和
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

第
七
条

期
限

締
約
国
は
、
自
国
の
国
内
法
に
お
い
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

相
対
的
又
は
絶
対
的
な
期
限
（
対
応
措
置
に
関
連
す
る
訴
訟
又
は
申
立
て
の
た
め
の
も
の
を
含
む
。
）

(a)

期
限
を
適
用
す
る
期
間
の
開
始

(b)

第
八
条

限
度
額
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締
約
国
は
、
自
国
の
国
内
法
に
お
い
て
、
対
応
措
置
に
関
連
す
る
費
用
及
び
経
費
の
回
収
に
関
す
る
限
度
額
を
定
め
る
こ
と

が
で
き
る
。第

九
条

請
求
の
権
利

こ
の
補
足
議
定
書
は
、
管
理
者
が
他
の
者
に
対
し
て
有
す
る
請
求
又
は
補
償
に
つ
い
て
の
権
利
を
限
定
し
、
又
は
制
限
す
る

も
の
で
は
な
い
。

第
十
条

金
銭
上
の
保
証

１

締
約
国
は
、
自
国
の
国
内
法
に
お
い
て
金
銭
上
の
保
証
に
つ
い
て
定
め
る
権
利
を
保
持
す
る
。

２

締
約
国
は
、
議
定
書
前
文
の
末
尾
に
あ
る
三
つ
の
段
落
を
考
慮
し
つ
つ
、
国
際
法
に
基
づ
く
自
国
の
権
利
及
び
義
務
に
反

し
な
い
方
法
で
１
に
規
定
す
る
権
利
を
行
使
す
る
。

３

こ
の
補
足
議
定
書
の
効
力
発
生
の
後
最
初
に
開
催
さ
れ
る
議
定
書
の
締
約
国
の
会
合
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
締
約
国
会

議
の
会
合
は
、
特
に
次
の
も
の
を
対
象
と
す
る
包
括
的
な
研
究
を
行
う
こ
と
を
事
務
局
に
要
求
す
る
。

金
銭
上
の
保
証
の
仕
組
み
の
態
様

(a)

特
に
開
発
途
上
国
に
お
け
る
金
銭
上
の
保
証
の
仕
組
み
の
環
境
、
経
済
及
び
社
会
へ
の
影
響
の
評
価

(b)
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金
銭
上
の
保
証
を
提
供
す
る
適
当
な
組
織
の
特
定

(c)

第
十
一
条

国
際
的
に
不
法
な
行
為
に
つ
い
て
の
国
家
の
責
任

こ
の
補
足
議
定
書
は
、
国
際
的
に
不
法
な
行
為
に
つ
い
て
の
国
家
の
責
任
に
関
す
る
一
般
国
際
法
の
規
則
に
基
づ
く
国
家
の

権
利
及
び
義
務
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。

第
十
二
条

実
施
及
び
民
事
責
任
と
の
関
係

１

締
約
国
は
、
自
国
の
国
内
法
に
お
い
て
、
損
害
に
対
処
す
る
規
則
及
び
手
続
を
定
め
る
。
締
約
国
は
、
こ
の
義
務
を
実
施

す
る
た
め
、
こ
の
補
足
議
定
書
に
従
っ
て
対
応
措
置
を
定
め
る
も
の
と
し
、
適
当
な
場
合
に
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
こ
と
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

自
国
の
既
存
の
国
内
法
（
適
用
可
能
な
場
合
に
は
、
民
事
責
任
に
関
す
る
一
般
的
な
規
則
及
び
手
続
を
含
む
。
）
を
適

(a)
用
す
る
こ
と
。

特
に
当
該
義
務
を
実
施
す
る
た
め
の
民
事
責
任
に
関
す
る
規
則
及
び
手
続
を
適
用
し
、
又
は
策
定
す
る
こ
と
。

(b)

に
規
定
す
る
国
内
法
並
び
に

に
規
定
す
る
規
則
及
び
手
続
の
双
方
を
適
用
し
、
又
は
策
定
す
る
こ
と
。

(c)

(a)

(b)

２

締
約
国
は
、
民
事
責
任
に
関
す
る
自
国
の
国
内
法
に
お
い
て
第
二
条
２

に
定
義
す
る
損
害
に
関
連
す
る
物
的
又
は
人
的

(b)
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な
損
害
に
つ
い
て
適
当
な
規
則
及
び
手
続
を
定
め
る
た
め
、
次
の
い
ず
れ
か
の
こ
と
を
行
う
。

民
事
責
任
に
関
す
る
自
国
の
既
存
の
一
般
的
な
法
律
を
引
き
続
き
適
用
す
る
こ
と
。

(a)

特
に
当
該
規
則
及
び
手
続
を
定
め
る
た
め
の
民
事
責
任
に
関
す
る
法
律
を
策
定
し
、
及
び
適
用
し
、
又
は
引
き
続
き
適

(b)
用
す
る
こ
と
。

に
規
定
す
る
一
般
的
な
法
律
及
び

に
規
定
す
る
民
事
責
任
に
関
す
る
法
律
の
双
方
を
策
定
し
、
及
び
適
用
し
、
又

(c)

(a)

(b)

は
引
き
続
き
適
用
す
る
こ
と
。

３

締
約
国
は
、
１

若
し
く
は

又
は
２

若
し
く
は

に
定
め
る
民
事
責
任
に
関
す
る
法
律
を
策
定
す
る
場
合
に
お
い

(b)

(c)

(b)

(c)

て
、
適
当
な
と
き
は
、
特
に
次
の
要
素
を
取
り
扱
う
。

損
害

(a)

責
任
の
基
準
（
厳
格
責
任
又
は
過
失
に
基
づ
く
責
任
を
含
む
。
）

(b)

状
況
に
応
じ
、
責
任
者
の
特
定

(c)

請
求
を
行
う
権
利

(d)

第
十
三
条

評
価
及
び
再
検
討
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議
定
書
の
締
約
国
の
会
合
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
締
約
国
会
議
は
、
こ
の
補
足
議
定
書
の
効
力
発
生
の
五
年
後
に
及
び
そ

の
後
は
五
年
ご
と
に
、
こ
の
補
足
議
定
書
の
有
効
性
に
つ
い
て
の
再
検
討
を
行
う
。
た
だ
し
、
当
該
再
検
討
の
必
要
性
を
示
す

情
報
が
締
約
国
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
当
該
再
検
討
は
、
こ
の
補
足
議
定
書
の
締
約
国
が
別
段
の
決
定
を

行
わ
な
い
限
り
、
議
定
書
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
議
定
書
の
評
価
及
び
再
検
討
と
併
せ
て
行
う
。
最
初
の
再
検
討
は
、
第
十

条
及
び
第
十
二
条
の
規
定
の
有
効
性
に
つ
い
て
の
再
検
討
を
含
む
。

第
十
四
条

議
定
書
の
締
約
国
の
会
合
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
締
約
国
会
議

１

議
定
書
の
締
約
国
の
会
合
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
締
約
国
会
議
は
、
条
約
第
三
十
二
条
２
の
規
定
に
従
う
こ
と
を
条
件

と
し
て
、
こ
の
補
足
議
定
書
の
締
約
国
の
会
合
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
。

２

議
定
書
の
締
約
国
の
会
合
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
締
約
国
会
議
は
、
こ
の
補
足
議
定
書
の
実
施
状
況
を
定
期
的
に
検
討

し
、
及
び
そ
の
権
限
の
範
囲
内
で
こ
の
補
足
議
定
書
の
効
果
的
な
実
施
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
決
定
を
行
う
。
議
定
書

の
締
約
国
の
会
合
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
締
約
国
会
議
は
、
こ
の
補
足
議
定
書
に
よ
り
与
え
ら
れ
る
任
務
を
遂
行
し
、
及

び
議
定
書
第
二
十
九
条
４

及
び

の
規
定
に
よ
り
与
え
ら
れ
る
任
務
に
必
要
な
変
更
を
加
え
た
も
の
を
遂
行
す
る
。

(a)

(f)

第
十
五
条

事
務
局
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条
約
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
事
務
局
は
、
こ
の
補
足
議
定
書
の
事
務
局
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
。

第
十
六
条

条
約
及
び
議
定
書
と
の
関
係

１

こ
の
補
足
議
定
書
は
、
議
定
書
を
補
足
す
る
の
も
の
と
し
、
議
定
書
を
修
正
し
、
又
は
改
正
す
る
も
の
で
は
な
い
。

２

こ
の
補
足
議
定
書
は
、
こ
の
補
足
議
定
書
の
締
約
国
の
条
約
及
び
議
定
書
に
基
づ
く
権
利
及
び
義
務
に
影
響
を
及
ぼ
す
も

の
で
は
な
い
。

３

条
約
及
び
議
定
書
は
、
こ
の
補
足
議
定
書
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
補
足
議
定
書
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

４

こ
の
補
足
議
定
書
は
、
３
の
規
定
の
適
用
を
妨
げ
る
こ
と
な
く
、
国
際
法
に
基
づ
く
締
約
国
の
権
利
及
び
義
務
に
影
響
を

及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。

第
十
七
条

署
名

こ
の
補
足
議
定
書
は
、
二
千
十
一
年
三
月
七
日
か
ら
二
千
十
二
年
三
月
六
日
ま
で
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
あ
る
国
際
連
合
本
部

に
お
い
て
、
議
定
書
の
締
約
国
に
よ
る
署
名
の
た
め
に
開
放
し
て
お
く
。

第
十
八
条

効
力
発
生
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１

こ
の
補
足
議
定
書
は
、
議
定
書
の
締
約
国
で
あ
る
国
又
は
地
域
的
な
経
済
統
合
の
た
め
の
機
関
に
よ
る
四
十
番
目
の
批
准

書
、
受
諾
書
、
承
認
書
又
は
加
入
書
の
寄
託
の
日
の
後
九
十
日
目
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
。

２

こ
の
補
足
議
定
書
は
、
１
の
規
定
に
基
づ
く
四
十
番
目
の
文
書
の
寄
託
の
後
に
こ
れ
を
批
准
し
、
受
諾
し
、
若
し
く
は
承

認
し
、
又
は
こ
れ
に
加
入
す
る
国
又
は
地
域
的
な
経
済
統
合
の
た
め
の
機
関
に
つ
い
て
は
、
当
該
国
又
は
当
該
機
関
が
批
准

書
、
受
諾
書
、
承
認
書
若
し
く
は
加
入
書
を
寄
託
し
た
日
の
後
九
十
日
目
の
日
又
は
議
定
書
が
当
該
国
若
し
く
は
当
該
機
関

に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
に
効
力
を
生
ず
る
。

３

地
域
的
な
経
済
統
合
の
た
め
の
機
関
に
よ
っ
て
寄
託
さ
れ
る
文
書
は
、
１
及
び
２
の
規
定
の
適
用
上
、
当
該
機
関
の
構
成

国
に
よ
っ
て
寄
託
さ
れ
た
も
の
に
追
加
し
て
数
え
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
九
条

留
保

こ
の
補
足
議
定
書
に
は
、
い
か
な
る
留
保
も
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
二
十
条

脱
退

１

締
約
国
は
、
こ
の
補
足
議
定
書
が
自
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
じ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
た
後
い
つ
で
も
、
寄
託
者
に
対

し
て
書
面
に
よ
る
脱
退
の
通
告
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
補
足
議
定
書
か
ら
脱
退
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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２

１
の
脱
退
は
、
寄
託
者
が
脱
退
の
通
告
を
受
領
し
た
日
の
後
一
年
を
経
過
し
た
日
又
は
そ
れ
よ
り
も
遅
い
日
で
あ
っ
て
脱

退
の
通
告
に
お
い
て
指
定
さ
れ
る
日
に
効
力
を
生
ず
る
。

３

議
定
書
第
三
十
九
条
の
規
定
に
従
っ
て
議
定
書
か
ら
脱
退
す
る
締
約
国
は
、
こ
の
補
足
議
定
書
か
ら
も
脱
退
し
た
も
の
と

み
な
す
。第

二
十
一
条

正
文

ア
ラ
ビ
ア
語
、
中
国
語
、
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ロ
シ
ア
語
及
び
ス
ペ
イ
ン
語
を
ひ
と
し
く
正
文
と
す
る
こ
の
補
足
議
定
書

の
原
本
は
、
国
際
連
合
事
務
総
長
に
寄
託
す
る
。

以
上
の
証
拠
と
し
て
、
下
名
は
、
正
当
に
委
任
を
受
け
て
こ
の
補
足
議
定
書
に
署
名
し
た
。

二
千
十
年
十
月
十
五
日
に
名
古
屋
で
作
成
し
た
。


